
通知書番号 708

事業番号 改第3‐17

入札期日 平成28年10月26日

事業場所 東町1

事 業 名 舗装復旧工事

落札業者

契 約 日

予定価格

最低制限価格又は低入
札価格調査基準価格

落札金額

名　　　　　　　　称 入　　　　札 再度入札１ 再度入札２

課     名 水道課

～

 9時00分

履行期間

円

円）(

円

円）(

円

円）(

1【 】

11,472,840

10,623,000

8,030,988

7,436,100

11,016,000

10,200,000

岐阜県多治見市栄町１ー６ー１

1766 日章産業（株）

【電子入札】

契約日

平成29年01月27日平成28年11月2日

通知日 平成28年10月12日 113 ほ装

執　行　調　書 【事後審査型制限付一般競争入札】

（株）市川工務店　東濃支店1 10,270,000 0

井戸建設（株）2 10,400,000 0

王春工業（株）岐阜営業所3 10,500,000 0

岐阜舗道（株）4 10,480,000 0

山洋建設興業（株）5 10,520,000 0

（株）トライテック6 10,320,000 0

日章産業（株）7 落札決定者10,200,000 0



舗装復旧工事
　舗装工　　　　　　　　 　A=2060㎡
　舗装版撤去工　　　　　N=１式
  区画線設置工　　　　　N=１式

競争入札に参加する者は、次に掲げる条件をすべて満たしている者とする。
(1)この公告の日（以下「公告日」という。）現在、多治見市競争入札参加資格者名
簿（以下「名簿」という。）に登録されている者で、公告日から入札（開札）日までの
いずれの日においても多治見市指名停止措置要領（平成２年告示第４５号）の規
定に基づく指名停止期間がないこと。
(2)多治見市競争入札参加資格審査要綱（平成元年告示第９１号。以下「審査要
綱」という。）第６条第２項の規定により、舗装工事の競争入札に参加資格がある
ものと認定され、公告日現在、審査要綱第７条第１項の規定により次のいずれか
により名簿に登録されていること。
１．多治見市内に本社をおくもの。
２．多治見市内に入札及び契約締結に関する会社代表者からの委任を受けたも
のを配置している支店もしくは営業所等を置き、多治見市競争入札参加資格に係
る主観的事項審査要綱による主観点数を30点以上有するもの。
(3)この工事に対応する技術者を主任技術者として施工現場に配置できること。

工　事　概　要　等　報　告　書

（事業の概要） （入札参加資格）

事業番号 事業名 種別改第3‐17 舗装復旧工事 ほ装


